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第２回滋賀県地下占用物連絡会議

令和 ７年 ８月 ５日



資料１ 

滋賀県地下占用物連絡会議 規約（案） 

（名 称） 

第１条 本会は、「滋賀県地下占用物連絡会議」（以下「会議」という。）と称する。 

（目 的） 

第２条 会議は、道路法第 28 条の２の規定に基づき設置し、滋賀県道路メンテナン

ス会議規約第４条５項の規定の専門部会に位置付け、滋賀県内の各道路管理者及び

地下占用物件の占用者において、定期的に相互の点検・調査の計画・結果について

共有する他、道路陥没を防ぐ取組みなどを連携して実施することにより、占用物件

に起因する道路の構造や交通への支障等に適切に対応することを目的とする。 

（調整・共有事項） 

第３条 会議は、第２条の目的を達成するため、次の事項について調整、及び共有す

る。 

（１） 占用者による当年度の点検計画・前年度の点検結果

（２） 道路管理者による路面下空洞調査結果

（３） 前年度の道路陥没実績、陥没箇所の措置事例

（４） その他、道路陥没対策に寄与する情報等

（組 織） 

第４条 会議は、第２条の目的を達成するため、滋賀県内における高速自動車国道、

一般国道、県道及び市町道の各道路管理者及び会議が必要と認めるもので組織する。 

２ 会議には、会長及び副会長を２名置くものとし、会長は国土交通省近畿地方整備

局滋賀国道事務所長、副会長は滋賀県土木交通部道路保全課長、西日本高速道路株

式会社関西支社滋賀高速道路事務所長とする。 

３ 会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。 

４ 会議の構成は、「別表」のとおりとする。 

ただし、必要に応じ会長が指名する者の出席を求めることができる。 

（会議の開催） 

第５条 会議は年に１回を基本として、必要に応じて適宜開催する。 



  

（事務局） 

第６条 会議の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置く。 

２ 事務局は、国土交通省近畿地方整備局滋賀国道事務所管理第二課および管理第一

課、滋賀県土木交通部道路保全課、西日本高速道路株式会社関西支社滋賀高速道路

事務所に置く。 

 

（規約の改正） 

第７条 本規約の改正等は、会議の審議・承認を得て行うことができる。 

 

（その他） 

第８条 本規約に定めるもののほか、必要な事項はその都度協議して定めるものとす

る。 

 

（附 則） 

本規約は、令和７年４月３０日から施行する。 

本規約は、令和７年８月 ５日から改正する。 



別表－１

会員

役　　職 備　　考

国 国土交通省近畿地方整備局 滋賀国道事務所 所長 会 　長

県 滋賀県土木交通部 道路保全課 課長 副会長

西日本高速道路株式会社関西支社 滋賀高速道路事務所 所長 副会長

彦根保全・ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 所長

桑名保全・ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 所長

中日本高速道路株式会社金沢支社 敦賀保全・ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 所長

公社 滋賀県道路公社 道路部 部長

道路計画課 課長

管理調整課 課長（次長）

道路計画第一課 課長

管理調整課 課長（次長）

道路計画課 課長

管理調整課 課長

道路計画課 課長

管理調整課 課長（次長）

道路計画課 課長

管理調整課 課長（次長）

道路計画課 課長

管理調整課 課長（次長）

道路計画課 課長

管理課 課長

道路計画課 課長

管理調整課 課長（次長）

大津市 建設部 部長

草津市 建設部 部長

守山市 建設部 部長

栗東市 建設部 部長

野洲市 都市建設部 部長

甲賀市 建設部 部長

湖南市 都市建設部 部長

東近江市 都市整備部 部長

近江八幡市 都市整備部 部長

日野町 建設計画課 課長

竜王町 建設計画課 課長

彦根市 建設部 部長

愛荘町 建設・下水道課 課長

豊郷町 地域整備課 課長

甲良町 建設水道課 課長

多賀町 地域整備課 課長

米原市 まち整備部 部長

長浜市 都市建設部 部長

高島市 都市整備部 部長

占用者（国） 近畿管区警察局 滋賀県情報通信部　通信施設課 課長

滋賀県琵琶湖環境部 下水道課 課長

滋賀県南部流域下水道事務所 所長

滋賀県北部流域下水道事務所 所長

耕地課　 課長

農村振興課 課長

滋賀県企業庁 浄水課 課長

湖北農業農村振興事務所 田園振興課 課長

高速道路交通警察隊　企画規制係 主任

交通規制課　管制施設係 巡査部長

滋賀県地下占用物連絡会議　構成員

所　　　属

高速
道路
会社

中日本高速道路株式会社名古屋支社

道路管理者
（県）

滋賀県大津土木事務所

滋賀県南部土木事務所

滋賀県甲賀土木事務所

滋賀県東近江土木事務所

滋賀県湖東土木事務所

滋賀県長浜土木事務所

滋賀県長浜土木事務所木之本支所

滋賀県高島土木事務所

道路管理者
（市町）

占用者（県）
滋賀県農政水産部

滋賀県警察本部　交通部



上下水道局　水道部　水道管路課 課長

上下水道局　下水道部　管理課 課長

水道事業部　水道整備課 課長

ガス事業部　ガス管理課 課長

下水道事業部　下水道計画課 課長

下水道事業部　下水道整備課 課長

上下水道部 上下水道施設課 課長

建設部　河川課 課長

守山市 上下水道事業所　施設工務課 課長

栗東市 上下水道事業所　上下水道課 課長

野洲市 上下水道事業所　上下水道課 課長

上下水道部　上水道課 課長

上下水道部　下水道課 課長

建設部　建設管理課 課長

湖南市 上下水道事務所 副所長

水道部　上下水道施設課 管理監

農林水産部　農村整備課 課長

近江八幡市 水道事業所　上下水道施設課 課長

日野町 上下水道課 課長

竜王町 上下水道課 課長

上下水道部　下水道建設課 課長

上下水道部　上水道工務課 課長

産業部　農林水産課 課長

愛荘町 建設・下水道課 課長

豊郷町 上下水道課 課長

甲良町 建設水道課 課長

多賀町 地域整備課 課長

米原市 まち整備部　上下水道課 課長

下水道事業局　下水道施設課 課長

都市建設部　道路河川課 課長

北部建設局　北部建設課 課長

高島市 都市整備部　上下水道課 課長

長浜水道企業団 工務課　維持管理G 担当課長

愛知郡広域行政組合 水道事務所　工務課 課長

愛知川沿岸土地改良区　 管理課 課長

姉川左岸土地改良区 事務局長

公益社団法人移動通信基盤整備協会 設備運営部　運営統括G 担当課長

秦荘土地改良区 事務局長

甲賀協同ガス（株） 営業・保安1課 課長

大阪ガスネットワーク（株） 京滋事業部　導管計画チーム マネジャー

滋賀本部　大津電力所（送電） 係長

滋賀本部　滋賀配電営業所　保全係 係長

滋賀本部　彦根配電営業所　保全係 係長

京都本部　京都配電エンジニアリングセンター 課長代理

NTT西日本（株） 滋賀支店　設備部　環境デザイン室 室長

（株）NTTフィールドテクノ
滋賀設備部　エリアマネジメント部門
エリアマネジメント担当

課長

NTTインフラネット（株） 滋賀支店 支店長

（株）NTTドコモ インフラデザイン部　ファイバー設備計画担当 課長

（株）TOKAIコミュニケーションズ ITサービス本部ネットワーク事業部　線路設備課 課長

（株）ZTV 通信技術部　技術課 課長

ソフトバンク（株） 西日本ネットワークセンター　関西北陸保全課 課長

アルテリア・ネットワークス（株） 線路オペレーション部　線路メンテナンス課 課長

（株）オプテージ 光・アクセス設備運用部　設備管理Ｔ チームマネージャー

ＫＤＤＩ（株）西日本運用センター 西日本運用センター センター長

（株）ＵＳＥＮ　ＦＩＥＬＤＩＮＧ フィールド統括本部　関西センター　大津支店 技術長

土山ハイウェイサービス（株） 管理部  専務取締役管理部長

占用者（市
町）

京都市

大津市企業局

草津市

甲賀市

東近江市

彦根市

長浜市

占用者
（団体）

占用者
（企業）

関西電力送配電（株）



オブザーバー

役　　職 備　　考

国土交通省近畿地方整備局 道路部 道路保全企画官

国土交通省近畿地方整備局 道路部路政課 課長

国土交通省近畿地方整備局 道路部地域道路課 課長

国土交通省近畿地方整備局 道路部道路管理課 課長

国土交通省近畿地方整備局 近畿道路メンテナンスセンター センター長

西日本高速道路株式会社関西支社 保全サービス事業部　保全サービス統括課 課長

中日本高速道路株式会社名古屋支社 保全・サービス事業部　企画統括課 課長

中日本高速道路株式会社金沢支社 高速道路事業部　企画統括課 課長

事務局

役　　職 備　　考

滋賀国道事務所　管理第二課 主担当

滋賀国道事務所　管理第一課 副担当

滋賀県土木交通部 道路保全課 副担当

西日本高速道路株式会社関西支社 滋賀高速道路事務所　統括課 副担当

所　　　属

事務局

国土交通省近畿地方整備局

所　　　属

国

高速
道路
会社



１．全国で発生した最近の道路陥没事例

資料２



発生日時：令和 7年 4月30日（水） 3時30分頃（推定）

発生場所：国道1号 496.8kp（下り線）
京都市下京区塩竈町（五条高倉交差点）付近

発生事象：京都市上下水道局管理の水道管（φ300）破損に
よる漏水（道路冠水）

概要

事故の経緯

原因（京都市上下水道局見解）

3時50分 警察から道路管理者へ漏水・道路の隆起について通報
3時51分 交通規制（下り線2車線規制）開始
4時20分 下り線全線通行止め
4時37分 上り線対面通行（東行き3車線、西行き1車線）開始
6時50分 京都市上下水道局が復旧作業着手

13時00分 止水完了、上り線側から路面下空洞調査開始
16時00分 京都市上下水道局による記者会見
21時45分 路面仮復旧完了
23時35分 路面下空洞調査結果報告（異常なしを確認）
23時50分 交通規制解除

水道管（鋳鉄管）の老朽化により破損（1959年に敷設（66年経過））⇒ 市内の同様の埋設箇所について京都市が緊急点検を実施

位置図

漏水の状況 破損した水道管 水道管復旧状況

国道1号の交通状況等

■ 交通量（R3交通センサス）
24時間交通量 51,099台
昼間12時間交通量 37,028台

■ 当日の渋滞状況（最大延長）

下り線（大阪方面・西行き）約2.0km
発生時刻 8時30分頃

交通規制状況

五条高倉
交差点

漏水（水道管破損）箇所
（国道1号 496.8kp 下り付近）

1

国道１号水道管破損による漏水事故【京都府京都市】

地図出典：国土地理院

○京都市管理の水道管より漏水が発生し、国道１号が約２０時間の車線規制。
○原因は、敷設後６６年経過した老朽化による水道管の破損。

※ 給水停止なし、
周辺への土砂・漏水流出被害あり
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国道202号下水道工事に伴う道路陥没事故【福岡県福岡市】

占 用 者：福岡市長

道路管理者：九州地方整備局長

場 所：福岡市中央区今泉２丁目

（国道202号2ｋ500下り）

目 的：浸水対策工事

工 事 概 要 事故位置図

○福岡市発注の下水道工事に伴う道路陥没が発生し、国道２０２号が約２０時間の通行止め。
○原因は、既設雨水管（φ1350）に新設雨水管を取付施工中、接合部に隙間が生じ周辺土砂が既設雨水管に流入、道路陥没が発生したと想定。

陥没箇所

状 況 写 真

５月２８日

１１：００頃 福岡市より雨水管（幹線）への土砂流入について報告

１３：００頃 下り第１通行帯を規制、空洞調査（反応３箇所）

２０：００頃 応急復旧開始（薬液注入工）

５月２９日

１９：００頃 応急復旧完了（22.4㎥）

２２：００頃 空洞２箇所の開削・埋め戻し作業完了

５月３０日

０：００頃 下り２車線を規制

３：３０頃 空洞１箇所の開削・埋め戻し作業完了

４：００頃 規制解除

６月１０日

１０：００頃 警察が出張所に道路陥没の連絡（写真①）

１０：４０頃 全止め（４車線）

１７：３０頃 流動化処理土投入完了５台分(V=25㎥)（写真③）

２０：３０頃 流動化処理土硬化確認

（再）空洞調査反応３箇所を掘削にて確認（写真④）

（１箇所空洞無し、２箇所は今回陥没と関係なし）

６月１１日

４：４５頃 路盤まで埋戻し完了

６：４０頃 舗装工完了 国による再空洞調査

６：５３頃 規制解除（写真⑤）

経 緯

福岡市中央区今泉２丁目

福岡県
至 博多駅

至 糸島市

拡大図

新設雨水管

陥没箇所

断 面 図

A

A’

A-A’断面

至 糸島市

R7．6．10撮影

至 糸島市 至 博多駅至 糸島市 至 博多駅 至 糸島市 至 博多駅

写真① 陥没状況

写真③ 流動化処理土投入状況 写真⑤ 交通規制解除

至 博多駅

至 糸島市

空洞

１１日後

R7．6．10撮影

R7．6．11撮影

R7．6．10撮影 R7．6．11撮影

R7．6．10撮影

至 博多駅

写真② 土砂堆積状況

既設雨水管（φ1350）

幹線雨水管（φ3500）

全
面
通
行
止
め
約
20
時
間 写真④ 空洞反応箇所の確認状況

陥没部

既設雨水管
（φ1350）

約10ｍ

準幹線φ1350

新設雨水管

既設雨水管 接続部から既設雨水管に
土砂が流入した可能性

道路陥没箇所

(取付管)

鋼管φ500

塩ビ管φ350

土砂土砂
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発生日時：令和 7年 7月21日（月・祝） 10時30分頃

発生場所：市道宇根東西１号線
長浜市高月町宇根

発生事象：下水道管の破損による市道陥没
※交通事故や機能制限の実施は無し

陥没規模：縦3.0m、横3.0m、深さ2.5m（何れも概略数値）
管路構造：ヒューム管φ700（平成4年度設置）

概要

事故の経緯

現地状況

7/21(月・祝) 10時30分 市民から市、警察へ通報
12時30分 現地調査、関係機関調整の上、通行規制開始

(全面通行止)
7/22(火) 滋賀県へ発生報告
7/24(木) 報道機関へ資料提供
7/25(金) 復旧工事着手

※現在、仮設配管を施工中
8/19(火) 管路調査により、原因等を調査予定
8/29(金) 工事完了、交通規制解除予定

位置図

路面の状況

発生箇所

市道宇根東西１号線下水道管破損に伴う道路陥没事故【滋賀県長浜市】

○長浜市管理の下水道管が破損し、市道宇根東西１号線が通行規制

地下の状況

破損部

通行規制の状況

3



２．下水道等に起因する大規模な道路陥没事故
を踏まえた対策検討委員会（第二次提言）

資料３



１．経緯

○ 2025年(令和７年)1⽉28⽇に
埼⽟県⼋潮市で下⽔道管路の
破損に起因すると考えられる
⼤規模な道路陥没にトラック
運転⼿が巻き込まれ死亡する
事故が発⽣するとともに、
約120万⼈の⽅々が下⽔道の
使⽤⾃粛を求められるなど、
重⼤な事態が発⽣。

委
員
会
の
設
置

2．第2次提言の概要

(1)基本的な考え方

○下⽔道管路は極めて過酷な状況に置かれたインフラ(特に大規模な下水道システムの下流部では下⽔の流量変動は⼩さくメンテナンスが困難）
○下⽔道管路における安全性確保が何よりも優先されるという基本スタンスを再確認すべき
○点検・調査の「技術化」・技術のコストダウンと、「管路の安全へのハザード」「事故発生時の社会的影響」を勘案した点検・調査の重点化

○道路管理者と道路占⽤者の連帯を通じた地下空間のデジタル管理の高度化

○下⽔道管路の戦略的再構築方策として、メンテナビリィティ(維持管理の容易性)や⼤規模事故時など万⼀に備えたリダンダンシー(冗⻑性)の確保

○ アセットマネジメントを基盤とする投資最適化、広域連携による技術・財務両面での基盤強化、
資産維持費等を適切に反映したコストベース型(総括原価⽅式)の使用料の設定、予防的インフラマネジメントへの重点的な財政支援

○3⽉17⽇ 同種・同類の事故の未然防⽌を⽬的とした
「全国特別重点調査の実施について」 提言

→3月18日 国土交通省から全国の下水道管理者に要請

○5⽉28⽇第2次提⾔国民とともに守る基礎インフラ上下水道のあり方
～安全性確保を最優先する管路マネジメントの実現に向けて～

→「国土強靱化実施中期計画」などに反映

○夏頃(予定) 上下⽔道のインフラマネジメントの具体的⽅策、
インフラ全般のマネジメントのあり⽅
などについて、第3次提⾔

1⽉31⽇時点の
事故現場の状況

(2)下水道管路の全国特別重点調査に基づく
対策の確実な実施

○全国特別重点調査において強化した緊急度の
判定基準に基づき、対策を確実に実施

全国特別重点調査による緊急度の判定基準を現行より強化して、広く対策を実施

「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会」第２次提言

国民とともに守る基礎インフラ上下水道のあり方 ～安全性確保を最優先する管路マネジメントの実現に向けて～ (概要)

1



管
路
の
安
全
へ
の
ハ
ザ
ー
ド

（損
傷
の
発
生
の
し
や
す
さ
）

社会的影響  管径・埋設深さ・影響人口
 二次災害の恐れ（軌道下、

緊急輸送道路等） など

時間計画保全
または

事後保全

点検の⾼頻度化
点検⽅法の⾼度化

腐食環境
布設年度
地盤、地下水位
構造変化点
直近の点検結果
など

点検の⾼頻度化

点検⽅法の⾼度化

国民とともに守る基礎インフラ上下水道のあり方 ～安全性確保を最優先する管路マネジメントの実現に向けて～ (概要)

⼤規模下⽔道システムにおける
リダンダンシー・メンテナビリティの確保

(3)上下水道管路と地下空間のマネジメントのあり方

① 点検・調査の「技術化」と技術のコストダウン、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

○大深度の空洞調査など地下空間の安全確保を⽬的とした技術の⾼度化・実⽤化
○無人化・省力化に向けたDXとしての自動化技術の⾼度化・実⽤化
○技術開発の目標期間の設定と圧倒的なコストダウン

② 上下水道管路の点検等のあり方

○管路の安全へのハザードが大きい箇所は､主として｢頻度｣を強化するとともに、
事故発生時の社会的影響が大きい箇所は､主として｢方法｣を充実させ、
フェールセーフの考え⽅に基づき、複数の手段を組み合わせ

○ メリハリをつける観点から、時間計画保全や事後保全とする箇所も検討
○漏⽔事故のリスクや社会的影響が大きい⽔道の埋設管路は優先的に更新
○ 点検・調査結果の診断は、必要な知識及び技能を有する者が行うことを標準

③ 道路管理者と道路占用者の連帯による地下空間情報のデジタル化・統合化

○占⽤物情報をはじめ､路⾯下空洞調査の結果や道路陥没履歴などの情報を
デジタル化した上で統合化する仕組みを検討

○地下占⽤物の点検結果などの道路管理者への共有を図ることの制度化などを検討

(4)上下水道管路の戦略的な再構築方策のあり方

○⼤規模下⽔道システムの大口径かつ平常時の管内水位が高い下水道管路では､
修繕・改築や災害・事故時の迅速な復旧が容易ではないため､
多重化・分散化の取組により、リダンダンシー・メンテナビリティを確保

○点検・調査など維持管理を容易に行えるよう配置・構造を改善し､
メンテナビリティを向上

○大規模水道システムにおいては､より⼀層リダンダンシーの確保を加速

(5)下水道等のインフラマネジメントを推進する仕組みのあり方

○⾏政・事業者に加え､学術団体など多様な主体の｢総力戦｣での実施体制のもと、専門的な人材を養成・確保するとともに、
都道府県域単位等での自治体同士の広域連携、人の群マネ※や広域型等の質の⾼いウォーターＰＰＰを推進

○劣化状況も含めた上下⽔道の現状を正確なデータを用いて「見える化」し、市民に十分に説明・共有するとともに、
点検には交通規制を伴うことや事故時には下⽔道の使⽤⾃粛要請を伴うこと等の不便の甘受に対する理解も得るなど国民の意識の醸成

○必要な更新投資を先送りすることがないよう使用料に資産維持費等を適切に反映、集中的な耐震化・老朽化対策等への重点的な財政支援

下⽔道管路の点検・調査の重点化と
メリハリの考え⽅

※広域・複数・多分野のインフラを「群」として捉えマネジメントする
「地域インフラ群再⽣戦略マネジメント」（群マネ）を進める上で、技術職員も
「群」となって広域的に連携し、インフラのメンテナンスに関わるという考え⽅

「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会」第２次提言

分散化

多重化

管内⽔位低下による
メンテナビリティの確保

⼤規模事故時など万⼀に
備えたリダンダンシーの
確保

管路内から管路背⾯の
地盤の空洞を調査

管路内からの空洞調査

ドローン調査

ドローンを活⽤した
無⼈化・省⼒化
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masuda-m8312
四角形

masuda-m8312
四角形
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３．令和６年度の点検実施状況

資料４



点検実施状況の整理について

１）路面下空洞調査

○ 今年度は、令和６年度の国管理道路における路面下空洞調査について整理

○ 次年度以降は、他の道路管理者による路面下空洞調査も対象とすることを検討

２）地下占用物の点検状況

○ 今年度は、令和６年度の主な地下占用物（電力、通信、ガス、水道、下水道）を対象に整

理

○ 次年度以降は、その他の地下占用物も対象とすることの他、共有する内容の共通化、

充実化などを検討

３）その他

○ 「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会」の第二次提言

を踏まえ、道路管理者と道路占用者の連帯による地下空間情報のデジタル化・統合化を

目指し、地下占用物の点検情報等をはじめ､路面下空洞調査の結果や道路陥没履歴など

の情報をデジタル化した上で統合化する仕組みを検討。

1



路面下空洞調査（国管理）の実施状況

令和６年度

管理延長道路管理者

うち補修箇所数空洞確認箇所数※１調査延長

1箇所1箇所145.474km242.8km国土交通省

滋賀県内における国管理道路の路面下空洞調査の実施状況

※１ 詳細調査（スコープ調査等）により空洞を確認した箇所

＜概要＞
調査等の手法等：電磁波（レーダ）による空洞調査

点検写真 補修事例：国道8号（滋賀県蒲生郡）

2



令和６年度対象施設数

道路管理者 マンホール洞道

マンホール洞道 措置済
箇所

不具合
箇所

実施
箇所

措置済
箇所

不具合
箇所

実施
区間

0箇所0箇所197箇所0箇所0箇所0区間1,924箇所3区間全管理者

＜概要＞
調査等の手法等：施設内からの目視による調査
調査等の頻度：９年に１回

滋賀県内における電力施設※１の点検実施状況※２

※１ （一社）送配電網協議会参画企業
※２ 占用事業者から個々の道路管理者に対しては、より詳細な点検状況を共有

主な地下占用物の点検状況（電力事業者）

点検写真 3



滋賀県内における通信施設※１の点検実施状況※２

＜概要＞

調査等の手法等：洞道：施設内からの目視による調査
マンホール：目視・カメラ

調査等の頻度：洞道：概ね5年周期
マンホール：概ね10年周期

令和６年度対象施設数

道路管理者 マンホール洞道

マンホール洞道 措置済
箇所

不具合
箇所

実施
箇所

措置済
箇所

不具合
箇所

実施
延長

0箇所0箇所783箇所0箇所0箇所0ｋｍ10,726箇所0.3ｋｍ全管理者

主な地下占用物の点検状況（通信事業者）

※１ ＮＴＴグループ
※２ 占用事業者から個々の道路管理者に対しては、より詳細な点検状況を共有

マンホール内写真

点検写真

4



令和６年度

対象施設延長道路管理者

措置済箇所不具合箇所実施延長

2箇所2箇所705km3,192km全管理者

滋賀県内におけるガス施設※１の点検実施状況※２

補修事例：県道仰木本堅田線（滋賀県大津市）

主な地下占用物の点検状況（ガス事業者）

※１ （一社）日本ガス協会参画企業
※２ 占用事業者から個々の道路管理者に対しては、より詳細な点検状況を共有

＜概要＞
調査等の手法等：道路上からのガス検知器による調査
調査等の頻度：４年に１回

点検写真 5



令和６年度

対象施設延長道路管理者

措置済箇所不具合箇所実施延長

150箇所182箇所3,362km10,219km全管理者

＜概要＞
調査等の手法等：路上からの異常把握や空気弁等での音聴調査
調査等の頻度：水道法施行規則第１７条の２により、適切な時期

に点検を実施

滋賀県内における水道施設※１の点検実施状況※２

補修事例：市道旧古賀２号線（滋賀県高島市）

主な地下占用物の点検状況（水道事業者）

※１ 上水道と簡易水道
※１ 占用事業者から個々の道路管理者に対しては、より詳細な点検状況を共有

点検写真 6



令和６年度

対象施設延長道路管理者

措置済延長不具合延長実施延長

0.1ｋｍ0.2ｋｍ508km8,434km全管理者

＜概要＞
調査等の手法：施設内からの目視や機材による調査
調査等の頻度：下水道法施行令第５条の１２第２号により、

適切な時期に点検を実施

滋賀県内における下水道施設の点検実施状況※１

補修事例：町道三ツ池防災道路線（滋賀県豊郷町）

主な地下占用物の点検状況（下水道事業者）

※１ 占用事業者から個々の道路管理者に対しては、より詳細な点検状況を共有

点検写真 7



道路管理者と地下占用者における点検情報等の共有化について

点検結果の共有化

［道路管理者⇔地下占用者］

［対応例①］

占用物の点検により管路の
腐食や漏水を確認

空洞調査との比較

必要に応じて、占用物の点
検や補修の前倒しなどを相
互に調整

点検の効率化・空洞の早期発見・陥没の防止

［道路管理者・地下占用者が相互に対応］

［対応例②］

空洞調査により空洞（経過
観察レベル）を確認

占用物の点検結果との比較

必要に応じて占用物の点検
や補修の前倒しなどを相互
に調整

［対応例③］

要因不明の道路陥没の情
報

空洞調査や占用物点検結
果と比較

必要に応じて空洞調査、占
用物の点検や補修の前倒し
などを相互に調整

8



４．道路法施行規則の一部を改正する省令

資料５



地下占用事業者との情報共有の強化（管理状況の報告義務）

占用物件の維持管理について 関係箇所

「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化

ガイドライン（令和元年５月３０日）」（運用）

■ 運用規定

■ 道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン（抄）
第３ 占用許可事務における道路管理者の対応
１ 許可審査における確認事項
（２） 占用物件の安全性

占用物件の占用期間満了に伴う更新時には、必要に応じて直近の管理
状況について確認すること。

２ 許可条件
（２） 物件の種別に応じて附すべき許可条件

ア 第４の１に定める確認が必要な占用物件 ※
・ 「道路利用者や第三者への重大事故を未然に防止する観点から・・・
占用許可後、５年が経過する時期を基本として、・・・占用物件の現状に
ついて、道路管理者あて書面等により報告すること」

※ その損傷により特に道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのあ
る電柱、電線、地下管路及びこれら物件と一体となって機能する占用物
件並びに跨道橋

※ 直轄国道においては、占用者から道路管理者への報告義務を

許可条件として規定。

※ 自治体には技術的助言として送付。

【報告様式】

都道府県では、約 64 ％ （ 30自治体／47都道府県）

市区町村では、約 17 ％ （198自治体／1,198自治体※）

※1,741市区町村のうち回答のあった自治体

（令和7年2月28日時点）

において、ガイドラインを踏まえ、国と同様の取組を行っている。

直轄国道では占用者に対して占用物の管理状況を報告する義務を占用許可条件として規定。
⇒今後、都道府県、市区町村においても同様の取組を進めるような仕組みを検討。

令和７年３月２６日 第４回対策検討委員会 資料３（抜粋）

1



地下占用事業者との情報共有の強化（管理状況の報告義務）

 占用物の管理状況を報告することに対する委員からの次のご意見。（３／２６ 第４回対策検討委員会）

①令和元年から運用されているにも関わらず市町村で約17％にとどまっているのであれば、更に踏み込ん

だ制度的な検討が必要ではないか。

②占用者からの報告について、陥没リスクを踏まえた重点化した取組を進めていくべきではないか。

⇒上記を踏まえ、占用物の維持管理に関する基準を定めた道路法施行規則を改正し、占用者に対して以下を

義務付け。

占用物の点検の実施状況及び結果等を道

路管理者又は地下占用物連絡会議等への

報告

【報告頻度】

道路管理者又は地下占用物連絡会議

等が定める期間に１回

※占用物の規模等を考慮

地下占用物連絡会議等が必要と認める場合

に点検結果等の報告の義務化
占用物の安全性についての報告の義務化

直轄の取組の横展開のための対応
（①関連）

占用物の安全性を確認した旨を道路管理

者へ報告

【報告時期】

ア）占用期間の更新時

イ）電柱、電線、地下管路等は占用期間

が５年を超える場合、ア）に加えて５年

が経過する時期

陥没リスクを踏まえた追加的な取組
（②関連）

2



地下占用事業者との情報共有の強化（管理状況の報告義務）

（占用物件の管理）

第三十九条の八 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設（以下こ

れらを「占用物件」という。）の維持管理をしなければならない。

道路法（昭和二十七年法律第百八十号）（抄）

道路法施行規則（昭和二十七年建設省令第二十五号）（抄）

（占用物件の維持管理に関する基準）

第四条の五の五 法第三十九条の八の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 道路占用者が、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占

用物件の巡視、点検及び修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うこと。

二 道路占用者が、次のイ又はロに掲げる占用物件の区分に応じ、当該イ又はロに定めるときに、当該占用物件の安全性を

確認した旨を道路管理者へ報告すること。

イ 電柱及び電線並びに水管、下水道管その他これらに類するもの 占用の期間が満了した場合においてこれを更新しよ

うとするとき（許可を受けた道路の占用の期間が五年を超えるものにあつては、当該許可を受けた日から起算して五年を

経過したとき及び占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするとき。）。

ロ イに掲げるもの以外のもの 占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするとき。

三 前号イに掲げる占用物件にあつては、道路占用者が、当該占用物件の点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果

その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者（協議会等（法第二十八条の二第一項に規

定する協議会その他これに準ずるものをいう。）が組織されている場合にあつては、当該協議会等。以下この号において

同じ。）が必要と認めるものについて、当該占用物件の規模若しくは種類その他の事項又は道路の構造若しくは交通の状

況その他の事情を勘案して道路管理者が定める期間に一回の頻度で、道路管理者へ報告すること。

改正し、追加 3



占用物件の維持管理ガイドラインの改正について

・令和７年１⽉28⽇、埼⽟県⼋潮市の県道において
下⽔道管の破損に起因すると思われる道路陥没事故
が発⽣

背景

下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会（第1回）資料抜粋

「下⽔道等に起因する⼤規模な道路陥没事故を
踏まえた対策検討委員会」において、道路管理者と道路
占⽤者の連帯による地下空間情報の統合化について提⾔
がなされた。

新・ガイドライン

・提⾔の中で、主に以下の指摘がなされた
① 国管理道路では、地下占⽤物の管理状況を報告する義務を占⽤許可条件

として規定しているが、⾃治体は⼀部にとどまっている。
② 管理状況の報告についても安全性を確認したことを証する書⾯のみの提

出となっている。

➢ 上記を踏まえ、占⽤物の維持管理に関して以下を制度化

→ 占⽤物の安全性を確認した旨を道路管理者へ報告すること
→ 地下占⽤物連絡会議等が必要と認める場合に点検結果等を報告すること

課題・対応

■ 道路法施⾏規則の改正を踏まえ「道路管理者による占⽤物件の維持管理の適正化ガイドライン」（令和元年５⽉
３０⽇付国道利第１号・国道メ企第２号）を廃⽌し、改めて発出

■ 占⽤物件に起因する道路の構造・交通への⽀障等を未然に防ぐための対応⽅針を⽰す
【道路占⽤者への周知徹底】
・道路法第39条の８により道路占⽤者へ維持管理義務が課され、場合によっては罰則があること

【道路管理者の対応】
・占⽤物件の安全性、点検計画、実施状況、結果等を報告させること
・道路占⽤者が維持管理等していないと認められる場合には、必要に応じて⽴⼊検査をすること

占⽤物の維持管理基準を定めた道路法施⾏規則を改正し、
占⽤者に対して義務づけるとともに、ガイドラインを改正し
運⽤を強化

道路占⽤者の占⽤物件の維持管理に関する意識向上、道路占⽤者と道路管理者の情報共有の強化 4
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